
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組大宮地本は、２０２３年９月２２日「大宮支社の現業機関における柔軟な働き方の更なる実現につい

て」の提案を受けました。 

系統を超えて新たな価値の創造を一層推進していく観点から、大宮支社では２０２２年１０月をもって５つの

営業統括センターが発足されています。今回統括センターの対象となる宇都宮・大宮両営業統括センターとも

発足して２年に満たず、不慣れな中で複数駅勤務ができる社員の育成や様々なイベントの企画立案から運営ま

でを現場で行っていくために、多くの時間と労力がかかっています。合わせて要員需給が逼迫しており、休日出

勤や非番で企画業務に取り組むなど、十分な休養確保が取れているとはいえません。また、昨年の８月に「埼京

線の乗務員基地再編について」の提案を受けてプロジェクト会議を設置して、組合員と議論を積み上げてきま

したが、廃案となったことで「大きくモチベーションが下がった」「スピード感についていけない」など多くの意見

が出ています。職場では、ジョブローテーションの趣旨に踏まえてキャリアプランを描いていますが、前例のな

い急激な変化を踏まえると、丁寧な労使議論を経た上での秋の面談とすることはもとより、施策の趣旨を丁寧

に説明し、納得感を醸成していく過程を重要視しなければ、離職等の課題に繋がりかねません。これまでの施策

の成果と課題を明確にし、課題解決に向けた対策を講じることで安全レベルを向上し、働きやすい環境を作り

上げねばなりません。 

安全で安心して働ける職場を構築していくため、下記の通りの申し入れを大宮支社に行い、職場の組合員

の声を集約し団体交渉を行なっていきます。 
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「大宮支社の現業機関における柔軟な働き方の更なる実現について」 

に関する解明申し入れ 

 
１．施策の目的とこの時期提案した背景を示すこと。 

２．宇都宮営業統括センター及び大宮営業統括センターが発足して、複数駅勤務が担える人数を明らかにすること。 

また、複数駅勤務者育成の課題を示すこと。 

３．統括センターになることで、時間外労働の増加や年次有給休暇が取得し難いとの認識もあることから、営業統括 

センターにおける労働時間の実績及び年休取得率について示すこと。 

４．「埼京線の乗務員基地再編について」が提案後廃案となっていることから、大宮支社としての考えを示すこと。 

５．発令や勤務の取扱いについて明らかにすること。 

６．「主たる業務」の考え方と担務変更、手当の取扱いについて明らかにすること。 

７．職種ごとの教育・訓練の実施と指導や当直などの配置について考え方を明らかにすること。 

８．異常時対応能力維持・向上に向けた取り組みや、初動体制の範囲、指揮命令系統を具体的に明らかにすること。 

９．兼務・連携で行う除草作業・産直市・三大輸送や現業機関が担う企画業務(営業・運輸・総務・事業など)について 

明らかにすること。 

１０．出退勤の考え方及び、職場ロッカーや休憩室等快適な職場環境を形成するため、レイアウトを明らかにすること。 

１１．今施策実施により新たな働き方に対する組合員・社員への希望把握について明らかにすること。 

１２．統括センター新設に伴う「労働基準法第３６条第１項の規定に基づく時間外及び公休日の労働に関する協定」 

等に関する事業場の考え方について明らかにすること。 

 


